
１．再生可能エネルギーとは

(1)定 義

(2)再生可能エネルギー導入の目的

(３)再生可能エネルギー導入の課題

○コストがかかる ○日照時間等自然状況に左右される

○出力が不安定 ○設置地点が制限される 等

滋賀県における再生可能エネルギーの現状等

平 成 23 年 (2011 年 )12 月

商 工 観 光 労 働 部

地 域 エ ネ ル ギ ー 振 興 室

◇エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマス

「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」による。

① 化石燃料（有限資源）への依存を減らす・低炭素社会づくり

② 関連産業の振興、雇用の創出、地産地消による地域経済の活性化

③ 災害時の対応や備え（小規模分散型）

〔出典：ＮＥＤＯ「新エネルギーガイドブック２００８」〕
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２．我が国の再生可能エネルギーの現状等

(１)現 状

◇一次エネルギー国内供給の推移、各国との比較等

〔出典：2011エネルギー白書〕

（兆円、2000年価格）図表 最終エネルギー消費と実質GDP の推移

■消費の動向
産業部門はほぼ横

這いで推移
民生（家庭部門、業

務部門）・運輸部門は
ほぼ倍増

■シェア
1973年度から2009

年度までの伸びは、産
業部門が0.8倍、民生
部門が2.4倍（家庭部
門2.1倍、業務部門
2.7倍）、運輸部門が
1.9倍

一次エネルギー国内
供給に占める石油の
割合は、2009年度に
は、42.1％と第一次オ
イルショック時の1973年
度における75.5％から
大幅に改善
また、2009年度の新

エネルギー等の割合は
3.1％。

〔参考〕一次エネルギー構成の国際比較（２００９年）
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〔出典：資源エネルギー庁資料〕

図表 一次エネルギー国内供給の推移
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〔出典：2011エネルギー白書〕
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(2)施 策

①現行のエネルギー基本計画（平成２２年６月策定、現在見直し中）

②電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
〔固定価格買取制度〕

一次エネルギー供給ベース
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39%
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2007年度実績 2030年推計

・再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、一

定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付け

・平成２４年７月１日からスタート

・電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した賦課金によって回収

発電電力量ベース

石油等,
13%

石炭,
25%

石炭,
11%

原子力,
26%

原子力,
53%

石油等,
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ＬＮＧ,
28%

ＬＮＧ,
13%

再生可能
エネ等,
21%

再生可能
エネ等,
9%

供給減(省
エネ等), 1%

2007年度実績 2030年推計

◇２０３０年に向けた目標

２０１１年５月２６日
ＯＥＣＤ 菅首相演説

「２０２０年代のできるだけ早い時期に
再生可能な自然エネルギー２０％に」

①エネルギー自給率及び化石燃料

の自主開発比率を倍増、自主エネル

ギー比率を現状の３８％から７０％程

度まで向上

②ゼロ・エミッション電源比率(原子力

及び再生可能エネルギー由来)を現状

の３４％から約７０％に引き上げ

③「暮らし」（家庭部門）のＣＯ２を半

減

④産業部門での世界最高のエネル

ギー利用効率の維持・強化

⑤我が国企業群のエネルギー製品

等が国際市場でトップシェア獲得

〔出典：エネルギー・環境会議資料〕

〔出典：資源エネルギー庁資料〕
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３．滋賀県の再生可能エネルギーの現状等

(１)現 状

①再生可能エネルギーの県内の利用可能量

②太陽光発電システムの普及率

平成２０年度末で滋賀県の普及率は全国第６位

※ 地形条件や法規制区分（自然公園等の状況）、土地利用状況、建物の状況など、社会的な制約条件を考慮して
算定したエネルギー量

〔出典：滋賀県「クリーンエネルギー資源の賦存量等調査（平成２３年３月）〕

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

風力エネルギー
（風力発電）

水力エネルギー
（小水力発電）

木質バイオマス

・河川等において、最低限維持する必要がある流量と落差があ
る場所に設置可として推計。
・地形の最大傾斜角２０度以上や、自然公園の特別保護地区等
は設置不可とした。

・永続的に利用することとし、利用する森林は人工林に限定、年
利用量は年間の生長量と想定して推計。
・林道等の作業路から片側５０ｍについて、機器による搬出可
能な範囲と想定。

58,500万kWh/年

69,600万kWh/年

42.7万ＧＪ/年
(11,900万kWh/年相当)

・「戸建て住宅の屋根」に太陽光パネルと併せて集熱パネル（３
㎡）を設置することとして推計。
・設置する建築物については、上記と同様とした。

・年平均風速が６m/s以上の場所に直径１００mの風車を設置す
ると想定して推計。
・建物から１km以内や自然公園の特別保護地区等以外の土地
とした。

エネルギー種 利用可能量 ※ 推計条件

①太陽光発電
(戸建住宅)

67,100万kWh/年

・「戸建て住宅の屋根」に太陽光パネルを設置した場合を想定し
て推計。能力は４kw設置と想定。
・建築物の構造上の観点から、昭和５６年以降の建物に設置す
ると想定。

②太陽熱利用
(戸建住宅)

124万ＧＪ/年
(34,400万kWh/年相当)

・平成22年度に、県内の再生可能エネルギーの利用可能量を調査

・地理的条件や法令規制などによる主な制約から試算。事業化には、今後の再生可能エネルギー

特別措置法の運用などの動向も踏まえた事業採算性を更に加味する必要あり
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③滋賀県における再生可能エネルギーに関する先進的な取組

・菜の花を栽培し、その油
の食用利用後、ＢＤＦとし
て再利用
・農業を起点に資源循環
や環境学習にも活用
・Ｈ１０～

・路線バスによるＢＤＦを用いた実証実験を実施（Ｈ１６～Ｈ２１）
・現在はＢＤＦの使用を停止中

（東近江市の事例）
・市民の拠出により野菜直売所およびＦＭ局の屋根に太陽光発電パネルを設置

し、売電の収益を地域商品券で還元
・Ｈ１５～

〔出典：資源エネルギー庁資料〕

自動車燃料

■湖国菜の花エコプロジェクト

■「湖国を走るバイオ燃料バス」パイロットモデル事業

■市民共同発電の事例
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④滋賀県の再生可能エネルギー関連企業の集積状況
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(2)施 策

①基本構想、第三次環境総合計画、産業振興戦略プラン上の位置づけ

②これまでの主な導入推進施策

（個人向け）

（事業者向け）

再生可能エネルギーの活用、身近な公共交通手段を組み合わせた環境負荷の低い交通体系など、温室効果ガスの

排出を抑制する低炭素社会への転換が進んでいます。

「滋賀県基本構想」における目指すべき将来（２０３０年頃）の姿

◇「低炭素社会の実現」に向けて

再生可能エネルギーの導入促進を通じて、新たな

ビジネスチャンスも創出しながら、低炭素社会の実現

を図ります。

雇用促進や地域活性化と併せた温室効果ガスの

排出削減や新エネルギーの導入に関する事業を促進

し、低炭素社会の実現を図ります。

「第三次滋賀県環境総合計画」
における施策の方向

◇新エネルギー・省エネルギー分野
本県において成長期へと向かう環境産業クラスターの基

盤を強固にするため、電池関連産業など、新エネルギー・省
エネルギー分野への中小企業の参入や新規創業を促進し
ます。
<主な取組>
○戦略的環境ビジネスの育成
環境産業クラスターの基盤強化に向け、製品・技術の環

境性能評価制度や市場化・販路拡大を支援するとともに、
新エネルギー・省エネルギー分野でのビジネスマッチングなど
の取組を進める。
○新エネルギー関連企業の集積による拠点づくり
本県におけるリチウムイオン電池、太陽電池などの新エネ

ルギー関連企業の集積を活かし、その拠点づくりを推進す
る。
○バイオテクノロジーを活用した新エネルギーの開発
地域のバイオマス資源を活用した新エネルギー（バイオエタ

ノールやジメチルエーテル（ＤＭＥ）等）の開発を促進する。

「滋賀県産業振興戦略プラン」
における戦略領域

・住宅用太陽光発電システムの設置とあわせて省エネ断熱工事を実施した方を対象にした補助

・太陽電池モジュールの最大出力１ｋＷあたり３万円（上限１２万円） Ｈ２３予定件数 ９５０件

・Ｈ２２～Ｈ２３

・温室効果ガスの抑制等に資する設備を複合的または一体的に整備する事業に補助

・補助率は１／３以内。ただし、１件あたり２００万円を限度 Ｈ２３予定件数 １６件

・Ｈ２２～Ｈ２３

◇滋賀県個人住宅用太陽光発電導入・省エネグリーン化推進補助金

◇太陽光発電設置促進滋賀モデル推進事業

・余剰電力量に応じて一定額を助成（１年目-１０円以内、２年目-７円以内、３年目-５円以内）

・Ｈ１７～Ｈ２２

◇滋賀県民間事業者省エネ設備整備事業補助金
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・工業技術センターを「電池産業支援拠点」と位置づけ、電池および関連部材の評価に必要な試

験分析機器を整備

・これを活用した工業技術センターとの共同研究、電池関連技術の専門家による技術指導、関連

展示会でのPRなどの支援を重点的に実施。県内企業の電池関連産業への参入･事業化を支援

◇電気・熱・ＣＯ２のトリジェネレーションによる地産地消型のスマート
グリッドシステムの開発

◇滋賀県電池産業支援拠点形成事業

※スマートグリッド

電力需給両面で
の変化に対応し、
電力利用の効率
化を実現するため
に、情報通信技術
を活用して効率的
に需給バランスをと
り、生活の快適さと
電力の安定供給
を実現する電力送
配電網。

・文部科学省の「地域イノベーション戦略支援プログラム」に採択

・太陽光などとともにＢＤＦを利用して発電し、その排出される熱を利用するとともに、排出ＣＯ２もび

わ湖の藻類に吸収させ、ＢＤＦの材料とするといった、トリ・ジェネレーションを組み込んだ地産地消型

のスマートグリッド(※)を目指す

・Ｈ２３～Ｈ２７

・Ｈ２３～Ｈ２５

県内企業の皆さま

電池産業支援拠点
（工業技術センター）

開
発
競
争

開
発
競
争

大
手
電
池
メ
ー
カ
ー
へ
提
案

大
手
電
池
メ
ー
カ
ー
へ
提
案

評価設備 外部専門家

電池関連部材共同研究による製品開発共同研究による製品開発
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③県民・企業の意向
◇滋賀県におけるエネルギーに関するアンケート結果（抜粋）

■調査時期：平成２３年１０月 ■対象：県政モニター ３５２人

■回答数：２８８人（８２％） ■担当課：総合政策部企画調整課

◇社団法人滋賀経済産業協会アンケート結果（抜粋）

■調査時期：平成２３年７月～８月 ■対象：会員企業 ４１２社

■回答数：１４２社（３４％）

再生可能エネルギーの供給割合を
高めていく必要性

ある
88.9%

わからな
い
11.1%

増やすべき再生可能エネルギー

その他
3.1%

風力発電
3.5%

バイオマス
利用
10.2%

小水力発電
13.7%

太陽熱利用
16.8%

太陽光発電
52.7%

再生可能エネルギーの供給割合を高める必要がある理由
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多様なエネルギー源による供給体制の構築が必要だから

温室効果ガスの排出を減らすことで、低炭素社会づくりに貢献できるから

より安全安心なエネルギーの確保に繋がるから

エネルギー関連など産業振興への新たな広がりが期待できるから

雇用の拡大など地域社会の活性化が期待できるから

その他

人数（人）

電気料金と再生可能エネルギーの導入促進

いままでと同
等なら普及
28.1%

多少高くても
必要
60.9%

いくら高くて
も必要
10.9%

新エネルギー事業について

関心ない
15.8%

既に事業
として

取り組ん
でいる
34%

将来的に
関心
がある
50%

関心な
い

27.7%

既に事
業として
取り組ん
でいる
14.9%

将来的
に関心
がある
57.4%

〔大企業〕 〔中小企業〕（「しが経産協ニュース」第96号をもとに作成）

34.2%
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④今後の再生可能エネルギー導入促進に向けた取組

◇取組の方向

◇取組のスケジュール

夏頃

県

主体等 平成２４年度

国

平成２３年度下半期

エネルギー
基本計画

革新的エネ
ルギー・環

境戦略

固定価格
買取制度

基本方針 戦略の決定

ベストミックスの
基本的考え

戦略の選択肢

ベストミックスの
選択肢

新・エネルギー基本計画

全量買取価格
等決定

７月１日
スタート

中長期的なエネルギー戦略検討プロジェクトチーム（ＰＴ）

再生可能エネルギー振興戦略の検討再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の

現
状
と
課
題
の
整
理

戦
略
プ
ラ
ン
の
策
定

検討委員会

企業との
意見交換

県民との
意見交換

国、広域連合等
の調査、計画か
らのインプット

再生可能エネルギーに関する県市町研究会

① 規制緩和や財政的支援などの導入促進

② 太陽光や電池産業など関連産業の振興

③ スマートグリッドシステムをはじめ産学官連携による研究開発の促進

再生可能エネルギーの中長期的な目標を設定

地域から取組可能なエネルギーとして再生可能エネルギーを振興

エネルギー関連産
業の実態等調査
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